
松島町監査委員 令和５年度 監査計画 

 

令和５年３月 20 日 

松島町監査委員決定 

 

１． 令和５年度の監査等に当たって 

監査委員は、地方自治法により設置された独立の執行機関として、公正不偏の立場から監査

を行い、適正で効率的な行財政運営の確保を責務としている。 

町の財政状況は依然として厳しく、限られた財源を有効に生かした重点的、効率的な町政運 

営のもとに、行政運営の透明性やコスト意識の向上等が求められている。 

このため、監査委員は行財政運営をチェックする機能の中核として、より公正かつ効果的な

監査を行っていく。 

本計画は、松島町監査基準に従い、事務事業や予算の執行が法令等に基づき、適正かつ合理

的、能率的に行われているかどうかを主眼とするとともに、町の施政方針や行政運営全般にも

留意して、次の基本方針に基づき監査等を実施する。 

 

２． 基本方針 

本年度の監査等は、次の基本方針に基づき実施する。 

①法令遵守及び事務の正確性に加えて、事業全体の経済性、効率性及び有効性を確認する。 

②引き続き、新型コロナウイルスの感染予防に努めながら、監査等を実施する。 

③町民の信頼確保に向け、分かりやすい書類等の作成及び情報を発信する。 

④住民又は議会及び町長からの監査請求等に対応する。 

⑤例月現金出納検査を基本として各種監査等と連携した効率的な監査を行う。 

 

３．監査等の内容 

本年度に実施する監査等は次のとおりとし、それぞれの具体的な監査内容は、別途通知する。 

 (1)財務監査（地方自治法第 199条第 1項） 

   定期監査（法第 199条第 4項）及び監査委員が必要あると認めるときは随時監査（法第 199

条第 5項）において、財務事務及び工事について監査を実施する。 

(2)行政監査（地方自治法第 199条第 2項） 

   監査委員が必要あると認めるときは、事務の執行について監査を実施する。 

(3)財政援助団体等監査 （地方自治法第 199条第 7項） 

  監査委員が必要あると認めるとき、又は町長の要求があるときは、本町からの財政援助等

及び町の施設を指定管理する団体の出納関係事務を対象としての監査と、当該団体所管課の

団体運営等に対する指導又は監督の適切性について監査する。 

(4)決算審査 （地方自治法第 233条第 2項及び地方公営企業法第 30条第 2項） 

  決算審査に付するため、関係書類等の照合と担当職員からの聴取等により審査を実施する。 

 ア 一般会計及び特別会計（水道事業会計を除く）の歳入歳出決算審査 

   各種会計の歳入歳出決算とその関係書類及び財産管理の状況。 

イ 水道事業会計の決算審査 

   水道事業会計の収支決算及びその関係書類並びに経営成績等の財政の状態。 

(5)例月現金出納検査 （地方自治法第 235条の 2第 1項） 

  各会計、各基金及び歳入歳出外現金を対象とし、毎月、現金の出納と照合を担当職員から

の聴取等とともに、対象検査月末の保管現金を確認する。 



(6)基金運用審査（地方自治法第 241条第 5項） 

  決算審査に付するため、各基金を対象に関係書類等の照合及び会計管理者からの聴取等に

より、基金がその設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されたか審査する。 

(7) 健全化判断比率等審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3条第 1項及び 

第 22条第 1項） 

  決算審査に付するため、決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、各決算

関係書類等の照合及び担当職員からの聴取等により、適正性を審査する。 

(8)その他の監査 （地方自治法第 75条、第 98条第 2項、第 199条第 6項並びに第 243条の 2

第 3項及び地方公営企業法第 34条） 

   住民の直接請求、議会又は町長の要求に基づく監査の実施。 

 

４．監査等の実施体制 

  監査等は監査委員２名で実施し、書記は監査委員の事務を補助する。 

 

５．各種監査等の実施時期 

  各種監査等の実施及び報告並びに公表時期は、別表のとおり。 

なお、３．の(2)行政監査及び(3)財政援助団体等監査については、定期監査又は随時監査と

して実施する。その場合においては、必要とする資料や調査などを町長へ事前に通知する。 



別表                                                                 

令和５年度松島町各種監査等の実施、報告及び公表時期計画表 

                                  

月 

監査等種別・実施時期 

報告・公表時期 
関連行事 

 
例月出納検査日 各種監査等実施日 

４月 ２０日（金）  令和５年４月 
(宮黒)正副会長会議・監事会役 

員会      ２８日（金） 

５月 ２３日（火）  令和５年５月 
(宮黒)定期総会   ２２日（月） 

(県)定期総会   ２６日（金） 

６月 ２０日（火） 

令和４年度 

水道事業会計決算審査 

２２日（木） 

～３０日（金） 

例月 

令和５年６月 

決算等 

令和５年８月 

 

７月 ２０日（木） 

令和４年度 

各種会計決算審査・基

金運用状況審査・財政

健全化審査等 

２１日（金） 

～８月７日（月） 

例月 

令和５年７月 

決算等 

令和５年８月 

(宮黒)監査委員・書記視察研修 

４日（火）～６日（木） 

 

８月 ２４日（木）  

 

令和５年８月 

 

 

９月 ２０日（水）  

 

令和５年９月 

 

 

10月 ２０日（金） 

令和５年度上期定期監

査   ２７日（金） 

～１１月７日（火） 

例月 

令和５年１０月 

定期 

令和５年１０月 

監査委員全国研修会 

２４日（水）～２５日（木） 

 

11月 ２０日（月）  

 

令和５年１１月 

 

(県)協議会理事会 １日(水) 

(宮黒)監査書記会議  

８日（水） 

(宮黒)協議会正副会長会議・役 

員会       １７日(金) 

12月 ２０日（水）  令和５年１２月  

６年 

１月 
２２日（月）  令和６年 １月 

(宮黒)監査書記委員・研修会議  

２５日（水） 

 

２月 ２０日（火） 

令和５年度下期定期監

査  ５日（月） 

～９日（金） 

例月 

令和６年２月 

定期 

令和６年２月 

(県)監査委員研修会 

２２日（木） 

３月 ２２日（金）  令和６年 ３月  

※ 他行事との関係で変更の場合もあります。 

※ 必要があるとき、随時監査を実施します。 


